
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年１１月１６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 野村ひろし ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

行政改革について

⑴ 重要課題事業として、３４事業の取り組みが示された。

この３４事業を重要課題事業とした根拠、理由は何か。

⑵ 行政改革推進委員会からは、どのような助言（答申）

があったのか。

⑶ 重要課題事業（第１弾）の文化の家、中央図書館、杁

ケ池体育館においては、指定管理者制度の導入を前提に

外部委託を含めた調査、検討を行うとある。そして、そ

れを踏まえた方針決定は令和２年度末となっているが、

現時点での方向性はそれぞれどのようか。

２

学校給食について

⑴ 食品ロス（残菜）の現状はどのようか。また、残菜を

減らすためにどのような取り組みを行っているか。

⑵ アレルギーのある児童生徒にどのように対応している

のか。

⑶ 児童生徒、教職員、保護者から、学校給食に対し、ど

のような要望があるか。

⑷ 学校給食の充実に向けて、今後どのように取り組んで

いくのか。



３

ジブリパーク開業に向けての本市の取り組みについて

愛・地球博記念公園における、「ジブリパーク」の開業予

定まであと２年である。この機会を市はどのように活かし

ていくのか。


